
数
で
は
、
「
金
融
・
保
険
サ
ー
ビ
ス
」
に
関
す

る
苦
情
相
談
が
392
件
（
主
に
フ
リ
ー
ロ
ー
ン
・

平
成
23
年
度
の
相
談
総
件
数
（
苦
情
・
問
い
合

せ
・
要
望
）
は
千
908
件
で
、
う
ち
苦
情
相
談
は

千
515
件
、
問
い
合
せ
・
要
望
は
393
件
と
な
っ
て

い
ま
す
。
前
年
度
比
で
は
、
162
件
の
減
少
と

な
っ
て
い
ま
す
が
、
無
理
な
契
約
を
さ
せ
ら
れ

た
り
、
身
に
覚
え
の
な
い
架
空
請
求
や
不
当
請

求
に
よ
る
強
引
な
取
り
立
て
を
受
け
る
ケ
ー
ス

が
目
立
っ
て
い
ま
す
。
商
品
・
役
務
別
相
談
件

消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
状
況

サ
ラ
金
218
件
）
、
次
い
で
「
運
輸
・
通
信
サ
ー

ビ
ス
」
の
352
件
（
主
に
ア
ダ
ル
ト
、
出
会
い
系

国
民
年
金
保
険
料
の
年
末
調
整
や

確
定
申
告
に
つ
い
て

国
民
年
金
保
険
料
を
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
す
る
時
は
、
９
月
ま

で
に
納
付
し
た
方
は
11
月
上
旬
に
、
10
月
か
ら

12
月
ま
で
に
今
年
初
め
て
納
付
す
る
方
は
平
成

25
年
２
月
上
旬
に
送
付
す
る
「
社
会
保
険
料

（
国
民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明
書
」
が
必
要

で
す　

※
家
族
の
保
険
料
も
納
付
者
の
控
除
可

□詳
日
本
年
金
機
構
専
用
ダ
イ
ヤ
ル　

■℡　
０
５
７

０
‐
０
７
０
‐
１
１
７　

Ｉ
Ｐ
電
話
の
方　

■℡

03
‐
６
７
０
０
‐
１
１
３
０

個
人
住
民
税
の
納
税
は
お
済
み
で
す
か

北
海
道
と
連
携
し
、
個
人
住
民
税
（
市
道
民

税
）
の
滞
納
者
に
対
し
て
、
11
月
に
催
告
文
書

を
送
付
し
ま
す
。
催
告
書
の
指
定
期
日
ま
で
に

必
ず
納
税
し
て
く
だ
さ
い
。
期
日
ま
で
に
納
税

さ
れ
な
い
場
合
は
、
財
産
の
差
し
押
さ
え
を
行

い
ま
す

□詳
市
納
税
課　

■℡（
32
）６
２
７
４　

苫
小
牧
道

税
事
務
所　

■℡（
32
）５
１
７
８

暮 

ら 

し

広　　告

改修工事や新築をした住宅で、次の要件に該当する場合は
固定資産税が軽減されます
今年度から該当する住宅の要件・軽減額　下表のとおり

減額期間　❶新築から５年度分（中高層耐火建築物は７年
度）　❷工事が完了した日が●平成24年１月１日～26年12
月31日＝２年間、●平成25年１月１日～27年12月31日＝１
年間　❸❹翌年分
※❷～❹は工事から３カ月以内に申告する必要あり

●長期優良住宅（200年住宅）の
認定を受けた　●平成24年１月
１日～26年12月31日に新築した

●昭和57年１月１日以前からあ
る　●１戸あたりの工事費が30
万円以上　●現行の耐震基準に
適合する工事をした　

●平成20年１月１日以前からあ
る　●平成24年１月１日～25年
３月31日に一定の工事をした　
●窓を含む所定の工事でその費
用が30万円以上

●平成19年１月１日以前からあ
る　●平成24年１月１日～平成
25年３月31日に一定の工事をし
た　●65歳以上、要介護・要支
援認定を受けている、障がいの
ある方のいずれかが居住する
（賃貸住宅を除く）　●所定の
工事費用合計が30万以上

●1/2の額が減
額　●１戸あた
り120㎡相当分
まで減額
●1/2の額が減
額　●１戸あた
り120㎡相当分
まで減額

●1/3の額が減
額　●１戸あた
り100㎡相当分
まで減額

●1/3の額が減
額　●１戸あた
り120㎡相当分
まで減額

固定資産税の軽減について

詳細 資産税課　　32-6268

工事 住宅の要件 軽減額

新
築

長
期
優
良

耐
震

バ
リ
ア
フ
リ
ー

省
エ
ネ

改
修
工
事

❶

❷

❸

❹

広報とまこまい　平成24(2012)年・11月 16


